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【口座振替方法は ５種類】

前納の種類 １回あたりの
納付額 割引額 振替日

①毎月納付 17,510円 ー 納付対象月の
翌月末日

②当月末前納（早割） 17,450円 60円 納付対象月の
当月末日

③ ６か月前納 103,870円 1,190円 ４ 月末日および
１０月末日

④ １年前納 205,720円 4,400円 ４ 月末日
⑤ ２年前納 408,150円 17,010円 ４ 月末日

※金額は令和 ８年度が確定していないため、令和 ７年度の額を参考に表示しています
※その他、納付書による前納やクレジットカードによる納付方法がありますので、年金事務所
　または、市民課保険年金係窓口にご相談ください

■申し込み方法
　「口座振替申出書」は年金事務所、市民課保険年金係でお渡しします。
基礎年金番号通知書や年金手帳などの基礎年金番号のわかるもの、通帳、
通帳の届出印をお持ちのうえお申し込みください。
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物価高対応子育て応援手当を支給します
問 福祉課 こども係　☎0952−75−6118

対象児童 1人につき 2万円を支給します！
■�目的　物価高の影響が長期化し、その影響が様々な
人に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育
て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長
を応援する観点から支給するものです。
■支給対象者
　�　令和 ７年 ９月分（※）の児童手当の受給者（令和 ７
年 9月に出生した児童については10月分）
　※�令和 ７年10月 １ 日から令和 ８年 ３月31日までに出

生した児童については支給の対象となります
■支給額　対象児童 １人につき ２万円（ １回限り）。
■支給日　�支給日については、ホームページでご確認

ください。

■申請　支給対象者には通知にてお知らせします。
　〇申請が不要な人
　　�令和 ７年 ９月分の児童手当を受給した人
　　（公務員を除く）
　〇申請が必要な人
　　・�令和 ７年10月 １ 日から令和 ８年 ３月31日までに

出生した児童の保護者
　　・�所属庁から児童手当を受給している申請が必要

な公務員
　※申請が不要な場合もあります
■申請期限　 ４ 月１７日㈮まで


